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練馬区における熱中症に関する報告について 

 

 

１ 区ホームページにおける注意喚起 

 【別紙 4-1】参照 

 

２ 都内における熱中症患者数および死亡者数 

 【別紙 4-2】参照 

 

３ 練馬区における熱中症対策 

 7 月 11 日号の区報にて熱中症への注意を促す記事の掲載 

【担当：健康推進課】 

 熱中症の注意喚起に関するちらしを作成。民生委員を通じて高齢者宅へも

配布 

【担当：高齢社会対策課、４総合福祉事務所】 

 各小中学校および幼稚園へ熱中症に関する注意喚起を通知 

【担当：教育委員会】 

 学校開放事業担当者等へ熱中症に関する注意喚起を通知 

【担当：教育委員会】 

 体育協会へ熱中症に関する注意喚起を通知。また区立体育館にて熱中症に

関する注意喚起のポスター等を掲示 

【担当:スポーツ振興課】 

 保健所ホームページで熱中症への注意を促す記事の掲載 

【担当：健康推進課】 

 「園だより」、「館だより」を通じて熱中症に関する注意喚起を通知 

【担当：保育課、子育て支援課】 

 区の発注する屋外での作業および工事等にて、発注業者へ熱中症に関する

注意喚起を通知 

【担当：施設管理課】 


